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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年３月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月２２日 ０８時３５分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市八幡
はちまん

岬南東方沖 

 勝浦灯台から真方位１４４°１５.０海里付近 

 （概位 北緯３４°５６.１′ 東経１４０°２９.９′） 

事故の概要  漁船三栄
さんえい

丸は、北北西進中、また、漁船太洋
たいよう

丸は、停船して操業

中、両船が衝突した。 

 太洋丸は、機関長が負傷し、船首部に圧壊を生じ、また、三栄丸

は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 三栄丸、６.６トン 

   ＣＢ２－７０２２６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×３.３２ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４３９.９６kＷ、平成３年３月２７日 

   第２３２－１９０５４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 太洋丸、４.８５トン 

   ＣＢ３－８１１５０（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９０ｍ（Lr）×２.２８ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５２年１２月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１２月６日 

    免許証交付日 平成２６年５月１９日 

           （平成３１年７月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月１４日 

    免許証交付日 平成２６年３月２５日 

           （平成３２年３月５日まで有効） 

  機関長Ｂ 男性 ８１歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月１４日 

    免許証交付日 平成２６年３月２５日 

           （平成３２年３月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（機関長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部の圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向東、波高約１.５～２.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、八幡岬南東方沖におけるきんめ

だい漁の操業を終え、平成２７年１０月２２日０８時３０分ごろ千葉

県御宿町御宿漁港に向けて帰航を開始し、真方位約３４０°の針路及

び約１０～１１ノットの対地速力で航行した。 

 Ａ船は、船長Ａが、遠隔操縦装置で操船しながら操舵室の外で見張

りを行い、船首方に他船を認めなかったので、船首方には他船がいな

いものと思い、操舵室に入って自動操舵に切り換え、操縦席に腰を掛

けて船首方の見張りをしながら食事をとっていたところ、０８時３５

分ごろ、その船首がＢ船の右舷船首と衝突した。 

 船長Ａは、衝突の衝撃でＡ船がＢ船と衝突したことに気付き、機関

を後進にかけてＡ船をＢ船から離し、Ａ船を停船させてＢ船の損傷状

況を確認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂが乗り組み、八幡岬南東方沖におい

て、０８時２５分ごろ船首を風上に向けた状態で停船し、船長Ｂが船

尾甲板で、機関長Ｂが船首甲板で、それぞれ仕掛けを投入してきんめ

だい漁の操業を行っていた。 

 船長Ｂは、操舵室の後部に備え付けられた魚群探知機を見ながら船

の位置を微調整していたところ、機関長Ｂの声を聞き、右舷方を見て

約４０～５０ｍのところに接近するＡ船を認めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が避航する様子を見せないことから、衝突

を避けようと機関を全速力後進にかけたものの、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが無線で僚船に衝突したことを知らせ、救援の要請

で来援した僚船が海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、衝突の衝撃で船首部が圧壊したものの、船首隔壁から船内

への浸水がないことが確認できたので、僚船に付き添われ、微速力前

進で航行して千葉県鴨川市鴨川漁港へ帰港した。 

 Ａ船は、僚船と共にＢ船の状況を見守りながら、鴨川漁港へ入港し

た。 

 機関長Ｂは、入港後に左膝に痛みを覚えたことから、救急車で病院

へ搬送され、左膝蓋
しつがい

骨骨折と診断された。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、操縦席に腰を掛けた状態では、船首方に死角（以下「船首

死角」という。）を生じていた。 

 船長Ａは、視界が良かったのでレーダーを使用せず、操舵室に入る

前に目視で船首方を確認したが、他船を認めなかったので、操舵室内

で食事をとりながら船首方の見張りを行っていたものの、船首死角を

補うために船首を左右に振って前方を確認するなどの対処をしていな

かった。 

 船長Ａは、５０年以上の漁業経験を有し、本事故発生海域付近の航

行経験が豊富にあり、本事故発生時間帯に船舶が輻輳
ふくそう

することをよく

知っていた。 

 船長Ａは、本事故後、レーダーで船首方を確認していれば事故にな

らなかったと思ったが、操舵室の外で船首方を確認した際、なぜＢ船

が見えなかったのか分からなかった。 

 船長Ｂは、６０年以上の漁業経験を有し、本事故発生海域付近の航

行経験が豊富にあり、ふだんの操業中、視界制限状態のとき以外はレ

ーダーを使用していなかった。 

 船長Ｂは、本事故発生時間帯において、本事故発生海域付近を帰航

船が多数通航することを知っており、ふだんの操業中、Ｂ船に向かっ

て航行して来た他船が、至近に接近してから避けて通過していくのを

機関長Ｂと共に度々経験していた。 

 機関長Ｂは、Ｂ船に接近して来るＡ船を認め、Ａ船が約４０～５０

ｍに接近しても避航する様子を見せないので、Ａ船及び船長Ｂに注意

喚起を行い、船長Ｂは、その声を聞いた。 

 機関長Ｂは、本事故時、衝突の衝撃で船首甲板上に飛ばされたが、

船長Ｂに安否を確認された際、怪我
け が

がない旨を伝えたものの、その

後、Ｂ船が鴨川漁港に着岸してから左膝に痛みを訴えて動けなくなっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、八幡岬南東方沖において北北西進中、船長Ａが、船首方に

他船がいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを行っていなか

ったことから、前路で操業中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 船長Ａは、操舵室の外で船首方を確認した際に他船を認めなかった

ことから、船首方に他船がいないと思い込んだものと考えられるが、

Ｂ船を視認できなかった状況については、明らかにすることができな

かった。 
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 Ｂ船は、八幡岬南東方沖において停船して操業中、船長Ｂが、見張

りを適切に行っていなかったことから、機関長Ｂの声で右舷方約４０

～５０ｍのところに接近するＡ船を認め、機関を全速力後進にかけた

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、八幡岬南東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が停

船して操業中、船長Ａが、船首方に他船がいないものと思い込み、船

首死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で操業中のＢ船に

気付かずに航行し、また、船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかっ

たため、機関長Ｂの声で右舷方約４０～５０ｍのところに接近するＡ

船を認めて機関を全速力後進にかけたものの、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首死角が生じている場合は、必要に応じてレーダーを使用す

るなどの船首死角を補う見張りを適切に行うこと。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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